
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  小規模事業者が行う手形、小切手取引 

Ｑ：青色申告をしている個人事業者ですが、

消費税を計算する場合に手形、小切手取引で

特例はありませんか？ 

 

Ａ：所得税の小規模事業者として一定の要

件に該当する事業者については、次のように

取り扱うことが認められます。 

【解説】 

青色申告をしている一定の要件を満たす小

規模事業者が行う手形取引、小切手取引につ

いては、消費税法では、次のように取り扱わ

れることになっています。 

 ①手形取引 

 イ.手形の支払を受けたものについてはその

支払を受けた時にその金額を対価とする資産

の譲渡等を行ったものとし、割引したものに

ついてはその割引した時にその手形金額を対

価とする資産の譲渡等を行ったものとする。

この場合において、その割引した手形の不渡

りにより、その割引に係る対価をそ求に応じ

て支払ったときは、その支払った時の属する

課税期間の資産の譲渡等の対価の額からその

支払った金額に相当する金額を減額する。 

 ロ. 支払手形にあっては、その手形の支払をし

た時にその金額に係る課税仕入れを行ったも

のとする。 

 ②小切手取引 

  その受取り又は振出しの時にその小切手金

額に係る資産の譲渡等又は課税仕入れを行っ

たものとする。 
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